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一 般 会 計 





議案第２２号 

 

令和８年度多賀城市一般会計予算 

 令和８年度多賀城市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３０，５０６，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負

担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」

による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は、５００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及

び共済費に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款内でのこれらの

経費の各項の間の流用とする。 

 

  令和８年２月３日提出 

 

多賀城市長 深谷 晃祐 



1 9,008,900

1 市民税 3,923,303

2 固定資産税 3,588,088

3 軽自動車税 172,442

4 市たばこ税 552,313

5 都市計画税 772,754

2 146,690

1 地方揮発油譲与税 27,269

2 自動車重量譲与税 107,941

3 地方道路譲与税 1

4 森林環境譲与税 8,106

5 特別とん譲与税 3,373

3 17,450

1 利子割交付金 17,450

4 55,925

1 配当割交付金 55,925

5 97,632

1 株式等譲渡所得割交付金 97,632

6 137,033

1 法人事業税交付金 137,033

7 1,771,375

1 地方消費税交付金 1,771,375

8 1

1 環境性能割交付金 1

9 26,514

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 26,514

10 124,279

1 地方特例交付金 124,279

11 4,468,922

1 地方交付税 4,468,922

12 8,510

1 交通安全対策特別交付金 8,510

環境性能割交付金

交通安全対策特別交付金

金　　　　　額
 千円

款

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

地方消費税交付金

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

市税

国有提供施設等所在市町村助成交付金

地方特例交付金

地方交付税



13 100,650

1 負担金 100,650

14 453,849

1 使用料 374,151

2 手数料 79,698

15 6,638,871

1 国庫負担金 4,823,604

2 国庫補助金 1,804,280

3 国庫委託金 10,987

16 2,126,835

1 県負担金 1,442,675

2 県補助金 556,755

3 県委託金 127,405

17 340,129

1 財産運用収入 205,448

2 財産売払収入 134,681

18 320,000

1 寄附金 320,000

19 2,115,184

1 基金繰入金 2,115,181

2 特別会計繰入金 3

20 20,000

1 繰越金 20,000

21 807,451

1 延滞金、加算金及び過料 3,001

2 市預金利子 5,926

3 貸付金元利収入 273,716

4 受託事業収入 275,255

5 雑入 249,553

22 1,719,800

1 市債 1,719,800

30,506,000

繰越金

諸収入

市債

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

歳　　入　　合　　計

金　　　　　額
 千円

款 項

分担金及び負担金

使用料及び手数料



1 221,803

1 議会費 221,803

2 4,845,326

1 総務管理費 4,247,158

2 徴税費 348,498

3 戸籍住民基本台帳費 166,037

4 選挙費 30,617

5 統計調査費 22,421

6 監査委員費 30,595

3 13,178,543

1 社会福祉費 4,708,836

2 児童福祉費 6,422,583

3 生活保護費 2,047,087

4 災害救助費 37

4 1,574,956

1 保健衛生費 839,864

2 清掃費 735,092

5 59,508

1 労働諸費 59,508

6 83,006

1 農業費 82,435

2 林業費 437

3 水産業費 134

7 320,470

1 商工費 320,470

8 土木費 2,666,706

1 土木管理費 79,457

2 道路橋りょう費 312,468

3 河川費 85,475

4 都市計画費 2,000,749

5 住宅費 188,557

衛生費

歳　　出

項 金　　　　　額
 千円

款

議会費

総務費

民生費

労働費

農林水産業費

商工費



9 826,669

1 消防費 826,669

10 4,532,447

1 教育総務費 400,171

2 小学校費 1,223,027

3 中学校費 671,435

4 社会教育費 1,408,093

5 保健体育費 829,721

11 1

1 災害復旧費 1

12 1,924,706

1 公債費 1,924,706

13 207,677

1 普通財産取得費 207,677

14 64,182

1 予備費 64,182

30,506,000

 千円

款 項 金　　　　　額

予備費

歳　　出　　合　　計

消防費

教育費

公債費

災害復旧費

諸支出金



第２表　　債務負担行為

40
100

地域活動支援センター管理運営業務
委託

児童発達支援センター運営業務委託
令 和 ９ 年 度 か ら

364,986 千円
令 和 １ １ 年 度 ま で

障害者自動車等燃料費助成金 令 和 ９ 年 度 令 和 ９ 年 度 予 算 の 範 囲 内

福祉タクシー助成金 令 和 ９ 年 度 令 和 ９ 年 度 予 算 の 範 囲 内

単価契約に係る複合機の使用 令 和 ９ 年 度 令 和 ９ 年 度 予 算 の 範 囲 内

令和９年度から令和１１年度ま
での各年度の予算の範囲内

令 和 ９ 年 度 か ら

令 和 １ １ 年 度 ま で
40,500 千円

業務支援システム借上料
令 和 ９ 年 度 か ら

21,046 千円
令 和 １ ３ 年 度 ま で

各種保守点検業務委託
令 和 ９ 年 度 か ら

76 千円
令 和 １ ０ 年 度 ま で

公共工事に係る中小企業振興資金等
の融資に対する利子補給

令 和 ９ 年 度 か ら 当該融資額に対する償還利子の

令 和 １ １ 年 度 ま で  に相当する額

中小企業者に対する事業資金の融資
に伴う損失補償

令 和 ８ 年 度 か ら
融資預託額の

10
に相当する額

令 和 ２ １ 年 度 ま で 100

事 項 期 間 限 度 額

公金収納（コンビニ収納及びスマホ
決済）業務委託

令 和 ９ 年 度 か ら

令 和 １ １ 年 度 ま で



第３表　　地方債

千円

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

緊急自然災害防止対策
事業

75,600

証書借入れ又は
証 券 発 行

年 5.0%以内（ただ
し、利率見直し方式
で借り入れる資金に
ついて、利率の見直
しを行った後におい
ては、当該見直し後
の利率）

借入期日の翌日から30年
以内に半年賦元利均等償
還し、又は元金均等償還
する。ただし、融資条件
又は財政の都合により償
還年限を短縮し、若しく
は繰上償還又は低利に借
換えすることができる。

庁 舎 建 設 事 業 260,700

緊急防災・減災事業 662,400

脱 炭 素 化 推 進 事 業 60,400

公 共 施 設 等 適 正
管 理 推 進 事 業

7,400

児童福祉施設整備事業 152,000

道 路 橋 り ょ う 事 業 67,600

緊 急 浚 渫 推 進 事 業 1,000

公 園 整 備 事 業 13,400

公 園 事 業 13,600

デジタル活用推進事業 405,700

計 1,719,800





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 





議案第２３号 

 

令和８年度多賀城市国民健康保険特別会計予算 

 令和８年度多賀城市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，５８３，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担

する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」

による。 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、３０，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足

を生じたときにおけるこれらの経費の各項の間の流用とする。 

 

  令和８年２月３日提出 

 

多賀城市長 深谷 晃祐 



1 1,013,362

1 国民健康保険税 1,013,362

2 600

1 手数料 600

3 4,038

1 国庫補助金 4,038

4 4,070,175

1 県補助金 4,070,175

5 3,806

1 財産運用収入 3,806

6 485,914

1 他会計繰入金 397,732

2 基金繰入金 88,182

7 2

1 繰越金 2

8 5,103

1 延滞金、加算金及び過料 3,001

2 市預金利子 1

3 雑入 2,101

5,583,000

金　　　　　額
 千円

款

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

諸収入

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

国民健康保険税

歳　　入　　合　　計

財産収入

繰入金

繰越金



1 69,149

1 総務管理費 19,768

2 徴税費 47,203

3 運営協議会費 503

4 趣旨普及費 1,675

2 4,006,049

1 療養諸費 3,445,783

2 高額療養費 538,256

3 移送費 1

4 出産育児諸費 17,508

5 葬祭費 4,500

6 傷病手当金 1

3 1,396,671

1 医療給付費分 927,442

2 後期高齢者支援金等分 336,461

3 介護納付金分 102,264

4 子ども・子育て支援納付金分 30,504

4 1

1 財政安定化基金拠出金 1

5 84,643

1 保健事業費 84,643

6 3,806

1 基金積立金 3,806

7 10

1 公債費 10

8 7,104

1 償還金及び還付加算金 7,103

2 繰出金 1

9 15,567

1 予備費 15,567

5,583,000

歳　　出

項 金　　　　　額
 千円

款

総務費

歳　　出　　合　　計

諸支出金

予備費

保険給付費

国民健康保険事業費納付金

財政安定化基金拠出金

保健事業費

基金積立金

公債費



第２表　　債務負担行為

公金収納（コンビニ収納及びスマホ決
済）業務委託

令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ １ 年 度 ま で

令和９年度から令和１１年度ま
で の 各 年 度 の 予 算 の 範 囲 内

事 項 期 間 限 度 額



 

 

 

 

 

 

 

 

 

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 





議案第２４号 

 

令和８年度多賀城市後期高齢者医療特別会計予算 

 令和８年度多賀城市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９７４，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担

する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」

による。 

 

  令和８年２月３日提出 

 

多賀城市長 深谷 晃祐 



1 784,556

1 後期高齢者医療保険料 784,556

2 50

1 手数料 50

3 1,485

1 国庫補助金 1,485

4 186,655

1 他会計繰入金 186,655

5 1

1 繰越金 1

6 1,253

1 延滞金、加算金及び過料 1

2 償還金及び還付加算金 1,250

3 預金利子 1

4 雑入 1

974,000

国庫支出金

繰越金

諸収入

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

保険料

歳　　入　　合　　計

金　　　　　額
 千円

款

使用料及び手数料

繰入金



1 13,145

1 総務管理費 11,169

2 徴収費 1,976

2 957,731

1 後期高齢者医療 957,731

3 1,251

1 償還金及び還付加算金 1,250

2 繰出金 1

4 1,873

1 予備費 1,873

974,000

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

総務費

後期高齢者医療広域連合納付金

諸支出金

予備費

歳　　出　　合　　計



第２表　　債務負担行為

公金収納（コンビニ収納及びスマホ決
済）業務委託

令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ １ 年 度 ま で

令和９年度から令和１１年度ま
で の 各 年 度 の 予 算 の 範 囲 内

事 項 期 間 限 度 額



 

 

 

 

 

 

 

 

 

介 護 保 険 特 別 会 計 





 

 

議案第２５号 

 

令和８年度多賀城市介護保険特別会計予算 

 令和８年度多賀城市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，３５２，０００千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を 

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負 

担行為」による。 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、１０,０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算

額に過不足を生じたときにおけるこれらの経費の各項の間の流用とする。 

 

    令和８年２月３日提出 

 

                      多賀城市長  深谷 晃祐  

 



1 1,125,955

1 介護保険料 1,125,955

2 90

1 手数料 90

3 1,102,695

1 国庫負担金 882,185

2 国庫補助金 220,510

4 1,389,488

1 支払基金交付金 1,389,488

5 757,726

1 県負担金 708,489

2 県補助金 49,237

6 3,936

1 財産運用収入 3,936

7 972,085

1 他会計繰入金 817,174

2 基金繰入金 154,911

8 1

1 繰越金 1

9 24

1 延滞金、加算金及び過料 1

2 市預金利子 1

3 雑入 22

5,352,000

繰越金

繰入金

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

保険料

歳　　入　　合　　計

金　　　　　額
 千円

款

使用料及び手数料

国庫支出金

支払基金交付金

県支出金

財産収入

諸収入



1 102,574

1 総務管理費 13,605

2 徴収費 3,333

3 介護認定審査会費 85,138

4 運営協議会費 498

2 4,894,571

1 介護サービス等諸費 4,651,615

2 高額介護サービス等費 117,789

3 高額医療合算介護サービス等費 17,860

4 特定入所者介護サービス等費 107,307

3 344,112

1 介護予防事業費 11,950

2 包括的支援事業・任意事業費 92,218

3 介護予防・生活支援サービス事業費 239,944

4 1,717

1 保健福祉事業費 1,717

5 3,946

1 基金積立金 3,946

6 4

1 公債費 4

7 2,003

1 償還金及び還付加算金 2,002

2 繰出金 1

8 3,073

1 予備費 3,073

5,352,000

予備費

公債費

諸支出金

総務費

保険給付費

地域支援事業費

基金積立金

保健福祉事業費

歳　　出

項 金　　　　　額
 千円

款

歳　　出　　合　　計



第２表　　債務負担行為

公金収納（コンビニ収納及びスマホ決
済）業務委託

令和９年度から令和１１年度ま
での各年度の予算の範囲内

事 項 期 間 限 度 額

令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ １ 年 度 ま で
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議案第２６号 

 

令和８年度多賀城市水道事業会計予算 

  （総則） 

第１条  令和８年度多賀城市水道事業会計の予算は、次に定めるところ

による。 

  （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 給 水 戸 数            ２５，８３４戸 

 (2) 年 間 総 配 水 量         ５，７３２，５１８㎥ 

 (3) １ 日 平 均 配 水 量                  １５，７０６㎥ 

 (4) 主要な建設改良事 業 

  ア   配 水 管 整 備 事 業            １０７，９７２千円 

    イ   配 水 管 改 良 事 業             １５６，１１６千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収    入  

 第１款  水道事業 収益         １，７９９，０８１千円 

  第１項  営 業 収 益         １，６６５，７４５千円 

  第２項  営 業 外 収 益           １３３，３３４千円 

  第３項  特 別 利 益                 ２千円  

支    出  

 第１款  水道事業 費用         １，６６６，９４６千円 

  第１項  営 業 費 用         １，６０３，１３１千円 

  第２項  営 業 外 費 用            ６１，５５６千円 

  第３項  特 別 損 失             １，２５９千円 

  第４項  予 備 費             １，０００千円 



 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額３４９，５２８千円は、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２２，７７４千円、過年

度分損益勘定留保資金１４３，０５１千円、当年度分損益勘定留保資

金１６０，６３３千円及び減債積立金２３，０７０千円で補塡する。）。 

収    入  

 第１款 資 本 的 収 入         ６８，５２２千円 

  第１項  企 業 債         ４９，２００千円 

第２項 他 会 計 負 担 金          １，０８８千円 

  第３項  水 資 源 開 発 負 担 金            ３６９千円 

  第４項  補 助 金         １７，８６４千円 

  第５項  固定資産売却代金              １千円  

支    出  

 第１款 資 本 的 支 出        ４１８，０５０千円 

  第１項  建 設 改 良 費        ２６４，５２８千円 

  第２項  企 業 債 償 還 金        １５３，３２２千円 

  第３項  予 備 費                        ２００千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次

のとおりと定める。 

事項  期間  限度額  

自動車借上料 
令 和 ９ 年 度 か ら

令和１０年度まで
257 千円

公金収納（コンビニ収納及び

スマホ決済）業務委託 

令 和 ９ 年 度 か ら

令和１１年度まで

令 和 ９ 年 度 か ら

令和１１年度までの

各年度の予算の範囲内



 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次 

 のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起 債 の 方 法 利率 償還の方法 

 
配水管整備事業 

   千円
49,200

 
証書借入れ又
は 証 券 発 行

 
年 ５ ． ０ ％
以 内 （ た だ
し 、 利 率 見
直 し 方 式 で
借 り 入 れ る
資 金 に つ い
て 、 利 率 の
見 直 し を 行
っ た 後 に お
い て は 、 当
該 見 直 し 後
の利率） 

 
借 入 期 日 の 翌 日
か ら ３ ０ 年 以 内
に 半 年 賦 元 利 均
等 償 還 し 、 又 は
元 金 均 等 償 還 す
る。ただし、融資
条 件 又 は 財 政 の
都 合 に よ り 償 還
年 限 を 短 縮 し 、
若 し く は 繰 上 償
還 又 は 低 利 に 借
換 え す る こ と が
できる。 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、 

第１款水道事業費用のうち、第１項営業費用、第２項営業外費用及び第３項特

別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における当該各項間の流用とする。 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経  

費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する 

場合は、議会の議決を経なければならない。 

 (1) 職 員 給 与 費              １６３，３０４千円 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 児童手当負担金として多賀城市一般会計からこの会計へ補助

を受ける金額は、１，２２８千円である。 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、１５，２０４千円と定める。 



令和８年２月３日提出 

 

                    多賀城市長 深谷 晃祐  
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議案第２７号 

 

令和８年度多賀城市下水道事業会計予算 

  （総則） 

第１条 令和８年度多賀城市下水道事業会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

  （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 処 理 区 域 内 人 口            ６１，４２６人 

 (2) 年 間 総 処 理 水 量         ６，９４６，８８０㎥ 

 (3) １ 日 平 均 処 理 水 量                  １９，０３３㎥ 

 (4) 主要な建設改良事 業 

  ア   雨水施設整備及び改良工事       ２３０，２８５千円 

    イ   汚水施設整備及び改良工事        ９２，２７８千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収    入  

 第１款  公共下水道事業収益      ３，１８７，９３９千円 

  第１項  営 業 収 益      １，９７６，８９５千円 

  第２項  営 業 外 収 益            １，２１１，０４２千円 

  第３項  特 別 利 益              ２千円  

支    出  

 第１款  公共下水道事業費用            ２，９０４，６４５千円 

  第１項  営 業 費 用            ２，７８８，９６１千円 

  第２項  営 業 外 費 用                １１４，４８２千円 

  第３項  特 別 損 失                      ２０２千円 

  第４項  予 備 費                    １，０００千円 



 （資本的収入及び支出） 

第４条 資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 は 、次 の と お り と 定 め る（ 資 本

的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足 す る 額 １ ，０ ３ ０ ，８ ０ ７ 千 円  

 は 、当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 ８ ，９ ５ ９ 千

円 、当年度分損益勘定留保資金７４７，５１３千円、繰越利益剰余金

処分額１０，０００千円及び当年度利益剰余金処分額２６４，３３５

千 円 で 補 塡 す る 。）。  

収    入  

 第１款 資 本 的 収 入              ５１６，５２３千円 

  第１項  企 業 債               ２８９，１００千円 

第２項 他 会 計 出 資 金         ２０，０００千円 

第３項 他 会 計 補 助 金        １３７，２０９千円 

  第４項  工 事 負 担 金                    ２１３千円 

  第５項  補 助 金                ７０，０００千円 

  第６項  固定資産売却代金              １千円  

支    出  

 第１款 資 本 的 支 出            １，５４７，３３０千円 

  第１項  建 設 改 良 費                ３２２，５６３千円 

  第２項  企 業 債 償 還 金           １，２２３，７６７千円 

  第３項  予 備 費                    １，０００千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次

のとおりと定める。 

事項  期間  限度額  

水洗便所改造資金

利子補給 

令 和 ９ 年 度 か ら

令和１２年度まで

当 該 融 資 額 に 対 す る 契 約

利率に相当する額 

水洗便所改造資金

損失補償 

令 和 ８ 年 度 か ら

令和１２年度まで

当 該 未 償 還 額 の １ 割 に 相

当する額 

自動車借上料 
令 和 ９ 年 度 か ら

令和１０年度まで
631 千円



 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次

のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 
公共下水道事業 

 

   千円
143,400
 

 
証書借入れ又
は 証 券 発 行
 

 
年 ５ ． ０ ％
以 内 （ た だ
し 、 利 率 見
直 し 方 式 で
借 り 入 れ る
資 金 に つ い
て 、 利 率 の
見 直 し を 行
っ た 後 に お
い て は 、 当
該 見 直 し 後
の利率） 

 
借 入 期 日 の 翌 日
か ら ４ ０ 年 以 内
に 半 年 賦 元 利 均
等 償 還 し 、 又 は
元 金 均 等 償 還 す
る。ただし、融資
条 件 又 は 財 政 の
都 合 に よ り 償 還
年 限 を 短 縮 し 、
若 し く は 繰 上 償
還 又 は 低 利 に 借
換 え す る こ と が
できる。 

 
流域下水道事業 76,100

 
資本費平準化債 10,900

 
下水道事業債 

（特別措置分） 
58,700

 
計  289,100

 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

第１款公共下水道事業費用のうち、第１項営業費用、第２項営業外費

用及び第３項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における当

該各項間の流用とする。 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経

費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する

場合は、議会の議決を経なければならない。 

  (1) 職 員 給 与 費              １５４，５５７千円 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 公共下水道事業安定のため多賀城市一般会計からこの会計へ

補助を受ける金額は、１５８，６１１千円である。 



 （利益剰余金の処分） 

第１１条 繰越利益剰余金１０，０００千円及び当年度利益剰余金のう

ち２６４，３３５千円は、次のとおり処分するものと定める。 

  (1) 減 債 積 立 金              ２７４，３３５千円 

 

令和８年２月３日提出 

 

                    多賀城市長 深谷 晃祐  




